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法

寺
國
宝
保
存
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

昭
和
二
十
四
年
四
月
十
六
日 

提
出
者 

今 

野 

武 

雄 

 

衆

議

院

議

長 

幣

原

喜

重

郞

殿 

 



三
（
イ
）
現
在
法

寺
國
宝
保
存
事
業
部
は
い
か
に
運
営
さ
れ
て
い
る
か
。 

一 

法

寺
金
堂
の
火
災
の
当
時
、
法

寺
國
宝
保
存
事
業
部
及
び
法

寺
國
宝
保
存
工
事
事
務
所
の
制
度
、
運
営
、
人
の

使
用
に
お
い
て
遺
憾
の
点
は
な
か
つ
た
か
。
即
ち
、
工
事
事
務
所
長
及
び
主
任
技
師
が
國
立
博
物
館
と

任
で
あ
つ
た
こ

と
は
適
当
で
あ
つ
た
か
。 

二
（
イ
）
文
部
省
の
法

寺
火
災
調
査
委
員
会
は
い
か
な
る
こ
と
を
調
査
し
た
か
、
又
火
災
の
責
任
を
調
査
し
た
か
、
そ
の

結
果
を
明
か
に
せ
ら
れ
た
い
。 

（
ロ
）
工
事
事
務
所
は
修
理
工
事
を
進
行
中
で
あ
る
が
、
現
在
誰
が
責
任
者
で
あ
る
か
。
火
災
後
三
箇
月
に
も
な
る
が
、

ま
だ
後
任
所
長
を
決
定
し
て
い
な
い
の
は
ど
う
い
う
わ
け
か
。 

（
ロ
）
奈
良
地
檢
の
火
災
の
原
因
及
び
責
任
の
所
在
の
調
査
は
如
何
。
（
小
西
技
手
が
起
訴
さ
れ
る
と
の
噂
で
あ
る
が
、

果
し
て
そ
れ
で
責
任
が
済
ま
さ
れ
る
や
否
や
。
） 

法

寺
國
宝
保
存
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

一 

 



 

二 

（
ハ
）
又
後
任
所
長
を
任
命
す
る
の
は
文
部
省
だ
け
の
考
で
や
る
つ
も
り
で
あ
る
か
。 

四
（
イ
）
今
後
法

寺
國
宝
修
理
を
現
在
の
体
制
の
ま
ま
で
進
め
る
つ
も
り
か
。
若
し
改
革
す
る
と
す
れ
ば
文
部
省
は
い
か

な
る
対
策
を
も
つ
て
い
る
か
。 

（
ロ
）
改
革
に
際
し
て
輿
論
及
び
專
門
技
術
者
の
意
見
を
い
か
に
反
映
さ
せ
る
つ
も
り
か
。 

五 

政
府
は
、
火
災
直
後
臨
時
支
出
と
し
て
五
百
万
円
を
支
出
し
た
が
、
そ
れ
は
い
か
に
使
用
せ
ら
れ
た
か
。 

（
実
際
修
理
工
事
に
直
接
使
つ
た
費
用
と
旅
費
等
の
間
接
的
使
用
と
の
比
率
は
如
何
。
） 

六 

政
府
は
法

寺
火
災
に
よ
つ
て
起
つ
た
國
民
の
輿
論
を
い
か
に
受
け
入
れ
る
か
。 

右
質
問
す
る
。 




